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「４．居住誘導区域」 関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『久留米市立地適正化計画』「４．居住誘導区域」に関連し、以下の内容を整理し

ます。 

 １．居住誘導区域の基本的な考え方や区域設定の考え方について整理します。 

 ２．久留米市における居住誘導区域設定に当たっての、基本条件、基準の根拠に

ついて整理します。 

 ３．立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域においては、一定規模以

上の住宅開発を行おうとする場合に、開発行為に着手する 30 日前までに市への届

出が発生することから、届出制の概要について説明します。 
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１．居住誘導区域とは 

（「都市計画運用指針【国土交通省】」より） 

◆居住誘導区域の基本的な考え方 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持す

ることにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導

すべき区域です。このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交

通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居

住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が

効率的に行われるよう定めるべきであるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：居住誘導区域を定めることが考えられる区域（資料：立地適正化計画説明資料 

（平成２７年６月）） 
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２．久留米市における居住誘導区域の設定について 

◆久留米市における居住誘導区域設定の考え方 

①居住誘導区域設定の視点（根拠） 

立地適正化計画の目的、「都市計画運用指針」に定められた考え方や本市の都市づく

りの方向性を踏まえた、居住誘導区域の設定の考えと基準は以下の通りです。 

居住誘導区域設定の考え方 

（都市計画運用指針他） 
 

居住誘導区域の設定とその基準 

（久留米市の考え） 

●基本的な考え方 

人口減少の中にあっても人口密度を維

持することにより、生活サービスやコミュ

ニティが持続的に確保されるよう、居住

を誘導すべき区域 

⇒ 

市街化区域・用途地域内 

（都市機能誘導区域と整合） 

生活ｻｰﾋﾞｽ機能やコミュニティを確保できる

人口密度を有する区域 

基準 

・人口密度４０人／ｈａ以上 

基準の根拠 

・市街化区域の設定水準 

●居住誘導区域を定めることが考えら

れる区域 

都市の中心拠点及び生活拠点に公共

交通により比較的容易にアクセスするこ

とができる区域 

⇒ 

生活利便性が確保される公共交通の利便

性が高い区域 

基準 

・基幹公共交通網及び広域幹線路線網の

鉄道駅、バス停を対象 

・鉄道駅から８００ｍ圏域 

・バス停から３００ｍ圏域 

基準の根拠（徒歩圏） 

・「都市構造の評価に関するハンドブック」に

よる徒歩圏 

基準の根拠（公共交通網） 

・「都市構造の評価に関するハンドブック」に

よる基幹公共交通網 

※運行頻度が片道３０本／日以上のサービ

ス水準を有する鉄道駅、バス停） 

・久留米市都市交通マスタープラン（Ｈ２５．２）

による広域幹線バス路線網 

・久留米市都市計画マスタープランで示す中

央部地域のバス停 

●居住誘導区域を定めることが考えら

れる区域 

都市機能や居住が集積している都市の

中心拠点及び生活拠点並びにその周辺

⇒ 

基本方針で定めた拠点で、「都市計画マスタ

ープラン」における中心拠点、地域生活拠点 

・市役所、総合支所から８００ｍ圏域 

 



 

- 66 - 

の区域及び合併前の旧町村の中心部

等、都市機能や居住が一定程度集積し

ている区域 

基準の根拠（徒歩圏） 

・「都市構造の評価に関するハンドブック」に

よる徒歩圏 

 

●居住誘導区域に含まない区域等 

都市再生法第８１条第１１項、同法施行

令第２２条により居住誘導区域に含まな

い区域 

⇒ 

下記にあげる区域は含まない 

・市街化調整区域（都市計画法第７条第１

項） 

・災害危険区域（建築基準法第 39 条第１

項、同条第２項の規定に基づく条例により

住居の用に供する建築物の建築が禁止さ

れている区域） 

・農用地区域（農業振興地域の整備に関す

る法律 第８条第２項第１号） 

・自然公園法第 20条第１項に規定する特別

地域 

・保安林（森林法第 25 条若しくは第 25 条の

２の規定により指定された区域） 

・自然環境保全法に規定する原生自然環境

保全地域、特別地区 他 

●原則、居住誘導区域に含まないことと

される区域 

●災害リスクや整備状況等を勘案し、居

住を誘導することが適当ではないと判断

される場合は、原則、居住誘導区域に

含まないこととされている区域 

⇒ 

災害のリスクがある区域は含まない 

区域に含まないハザード区域 

・災害危険区域 

・土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域 

・地すべり防止区域 

・急傾斜地崩壊危険区域 

・家屋倒壊等氾濫想定区域 

※津波災害特別警戒区域、津波災害警戒

区域の指定はない 

その他ハザード区域の取扱い 

・水防法に基づく浸水想定区域は、本市の既

成市街地を多く含んでいる。しかし、これら

区域は、すでに多くの人口が集積し、都市

基盤が整備された地区であり、その他区域

へ居住を誘導する考えが現実的ではない。

別途、防災指針に定める防災・減災対策を

実施し、居住誘導区域に含むものとする。 

●居住誘導区域に含めることについて

慎重に判断を行うことが望ましい区域 
⇒ 

工業系の用途地域であり、居住を誘導する

に相応しくない区域は含まない 

区域に含まない地区 

・工業専用地域 

・条例等により住宅開発が規制されている区

域 
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②居住誘導区域設定で用いた基準の考え 

ⅰ）人口密度４０人／ｈａの設定について 

 生活サービス機能の持続性確保に必要な人口密度としては、計画的な市街化を図

るべき区域とされる市街化区域の設定水準が一つの参考とされています。（「立地

適正化計画作成の手引き」（国土交通省都市局都市計画課Ｈ２８．４）） 

 市街化区域の設定基準は、「都市計画運用指針」の中で、「４０人／ｈａ」が最低

の基準とされています。 

都市計画運用指針及び都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号） 

・住宅用地全域の将来人口密度は、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第

４９号）に定める既成市街地の人口密度の基準である１ｈａ当たり４０人を下

回らないこととすべきである。 

 このため、久留米市では、以下の人口密度を基準とします。 

 

 

 

 

＜居住誘導区域設定に用いる人口密度＞ 

「４０人／ｈａ」 

＜災害レッドゾーンと災害イエローゾーンについて＞ 
資料：国土交通省資料を参考に作成 

区 域 本市の指定 居住誘導区域の対応

レッドゾーン

→住宅等の建築や開発
行為等の規制あり

災害危険区域(崖崩れ､出水等)
＜建築基準法＞

あり 居住誘導区域に含まない
（急傾斜地崩壊危険区域と同じ区域）

土砂災害特別警戒区域
＜土砂災害警戒区域等における土砂災害
防災対策の推進に関する法律＞

あり 居住誘導区域に含まない

地すべり防止区域
＜地すべり等防止法＞

あり 居住誘導区域に含まない

急傾斜地崩壊危険区域
＜急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律＞

あり 居住誘導区域に含まない

イエローゾーン

→建築や開発行為等の
規制はなく、区域内の
警戒避難体制の整備
等を求めている

浸水想定区域
＜水防法＞

あり
家屋倒壊等氾濫想定区域のみ
居住誘導区域に含まない

土砂災害警戒区域
＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の
推進に関する法律＞

あり 居住誘導区域に含まない

都市洪水想定区域、都市浸水想定区域
＜特定都市河川浸水被害対策法＞

なし －

レッドゾーン

イエローゾーン
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ⅱ）対象とする公共交通路線網について 

 公共交通の利便性が高い地区の設定において対象とする公共交通路線網は、鉄道

及び一定規模の利便性が確保された基幹公共交通網を対象とします。また、久留

米市では、『コンパクトな拠点市街地の形成と拠点をネットワークする都市構造』

の実現に向けて、市内各拠点との連携・交流を促進する幹線公共交通網の形成を

進めており、将来にわたって持続的に公共交通の利便性を確保する公共交通網を

対象とします。加えて、久留米市都市計画マスタープランや久留米市都市交通マ

スタープランにおいて、中心拠点周辺では公共交通や徒歩、自転車を主体とする

移動環境の構築を目指しており、中心拠点内の快適な移動環境の確保や回遊性の

向上を図るため、拠点内の公共交通網を対象とします。 

 上記において、基幹公共交通網は、鉄道及び「都市構造の評価に関するハンドブ

ック（国土交通省都市局都市計画課Ｈ２６．８）」において定められた評価指標の

定義を活用します。また、将来にわたって公共交通の利便性を確保する公共交通

網は、久留米市都市交通マスタープラン（Ｈ２５．２）に位置付けられた将来公

共交通網を対象とします。加えて、中心拠点内の公共交通網は、久留米市都市計

画マスタープランで示す中央部地域のバス停を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）鉄道駅及びバス停からの徒歩圏について 

 「都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省都市局都市計画課Ｈ２６．

８）」において定められた評価指標の定義より、以下の圏域を徒歩圏と設定します。 

 

 

 

 

 

＜徒歩圏＞ 

・鉄道駅から８００ｍ圏域 

・バス停から３００ｍ圏域 

＜対象とする公共交通網＞ 

・鉄道 

・基幹公共交通網 

※運行頻度が片道３０本／日以上のサービス水準を有

するバス停 

・広域幹線バス路線網 

・久留米市都市計画マスタープランで示す中央部

地域のバス停 
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③居住誘導区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：居住誘導区域（久留米中心地域 ※善導寺、荒木、大善寺を除く） 
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図：居住誘導区域（善導寺地域） 
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図：居住誘導区域（荒木地域） 
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図：居住誘導区域（大善寺地域、三潴地域） 
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図：居住誘導区域（北野地域） 
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図：居住誘導区域（田主丸地域） 
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図：居住誘導区域（城島地域） 
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３．届出制度について 

①届出制度の目的 

久留米市が居住誘導区域外における住宅開発等の情報を把握するために行うもので

す。 

 

②届出の対象となる区域 

居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、都市再生特別措置

法に基づき市への届出が必要です。 

 

③届出の対象となる行為 

開発行為（都市計画法第４条第１２項） 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜届出の対象となる開発行為＞ 
 

＜届出の対象となる建築行為＞ 
 


